
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

公
安
委
員
会

○
裁
決
の
送
達
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
企
画
課
）
…
五

収
用
委
員
会

○
公
示
送
達
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社
Ｄ

Ａ
Ｄ
Ａ
ｅ
ｔ

ｒ

む
つ
市
新
町
一
四

の
三

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

ｅ
ｍ
Ｏ

む
つ
市
大
字
田
名

部
字
赤
川
ノ
内
並

木
九
二
の
六

令
和五･
二･
一

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
五
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

皆
伐
許
容
面
積
限
度
を
定
め
る
単

位
区
域
又
は
森
林
の
集
団
の
所
在

保

安

林

種

皆
伐
許
容
面
積
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

中
村
川
〜
笹
内
川

水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
四
一
二
・
八
二

岩
木
川
下
流

〃

四
九
二
・
〇
七

岩
木
川
上
流

〃

一
、
一
四
一
・
八
八

平
川

〃

五
七
八
・
八
六

青
森
県
報
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第
五
百
六
十
八
号

令
和
五
年二

月
一
日

（
水
曜
日
）



浅
瀬
石
川

〃

六
九
〇
・
三
〇

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
、
〇
一
七
・
七
七

青
森
地
区

〃

八
五
〇
・
三
〇

下
北
東
部

〃

一
、
二
九
八
・
二
八

下
北
西
部

〃

九
九
五
・
八
六

上
北
地
区

〃

一
四
三
・
〇
四

七
戸
川

〃

六
四
八
・
九
五

奥
入
瀬
川

〃

六
六
一
・
九
二

馬
淵
川
下
流

〃

九
五
六
・
六
七

新
井
田
川

〃

一
五
三
・
二
六

中
村
川
〜
笹
内
川

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
二
・
一
三

岩
木
川
下
流

〃

二
八
四
・
七
四

岩
木
川
上
流

〃

一
〇
・
七
〇

平
川

〃

四
一
・
八
六

浅
瀬
石
川

〃

九
八
・
六
四

今
別
川
〜
蟹
田
川

〃

一
八
・
一
四

青
森
地
区

〃

一
七
四
・
四
八

下
北
東
部

〃

一
四
七
・
五
四

下
北
西
部

〃

一
八
・
八
三

上
北
地
区

〃

一
〇
一
・
一
四

七
戸
川

〃

〇
・
六
二

奥
入
瀬
川

〃

八
五
・
九
八

馬
淵
川
下
流

〃

七
二
・
九
九

新
井
田
川

〃

〇
・
八
六

つ
が
る
市

飛
砂
防
備
保
安
林

一
・
六
四

五
所
川
原
市

〃

五
・
七
八

む
つ
市

〃

〇
・
二
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

〇
・
三
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
六
・
〇
〇

三
沢
市

〃

二
四
・
八
六

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

六
・
一
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

二
一
・
三
八

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

九
・
七
二

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

四
・
七
〇
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八
戸
市

〃

一
・
六
〇

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町

防
風
保
安
林

三
・
六
九

西
津
軽
郡
深
浦
町

〃

二
・
八
四

つ
が
る
市

〃

一
二
八
・
八
八

五
所
川
原
市

〃

一
五
・
一
四

北
津
軽
郡
鶴
田
町

〃

二
・
九
四

北
津
軽
郡
中
泊
町

〃

〇
・
〇
二

弘
前
市

〃

〇
・
二
六

む
つ
市

〃

四
・
一
〇

下
北
郡
東
通
村

〃

一
三
・
七
八

十
和
田
市

〃

〇
・
四
八

三
沢
市

〃

四
・
三
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
五
〇

上
北
郡
七
戸
町

〃

〇
・
九
六

上
北
郡
横
浜
町

〃

八
・
三
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
六
四

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

三
五
・
〇
六

上
北
郡
お
い
ら
せ
町

〃

〇
・
〇
四

北
津
軽
郡
中
泊
町

干
害
防
備
保
安
林

二
・
四
〇

青
森
市

〃

一
・
七
四

東
津
軽
郡
平
内
町

〃

一
〇
五
・
九
八

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町

〃

〇
・
〇
八

む
つ
市

〃

三
一
・
〇
〇

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

十
和
田
市

〃

二
・
〇
〇

三
沢
市

〃

三
・
二
四

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
九
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
九
六

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
六

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

八
戸
市

〃

一
・
〇
〇

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

六
・
六
四

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
七
六

（ ）3 青 森 県 報 第568号令和５年２月１日 水曜日



津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
九
・
一
四

南
部
地
区

〃

九
三
・
七
〇

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
樹
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

櫛
引
大
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
阿
部
野
一
二
の
五
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
一
二
八
二
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
水
道
施
設
工
事
業

及
び
解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

Ｒ
Ａ
Ｋ

二

氏
名

小
松
日
出
髙

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
高
屋
字
本
宮
六
六
三
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
二
〇
〇
六
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事

業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ

工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、

熱
絶
縁
工
事
業
、
建
具
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ケ
イ
サ
ー
ビ
ス

二

代
表
者
の
氏
名

近
藤
祐
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
朝
日
山
九
二
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
一
）
第
四
〇
〇
一
三
三
号
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五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
一
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ

ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
漆
畑
建
築
板
金

二

代
表
者
の
氏
名

漆
畑
俊
裕

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
字
外
蛯
沢
前
平
七
九
の
二
〇
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
五
〇
〇
六
四
九
号

五

取
消
年
月
日

令
和
五
年
一
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
大
字
三
沢
字
南
山
九
〇

の
二

二
九
・
八
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和五･
一･二四

三
沢
市
大
字
三
沢
字
南
山
九
〇

の
四

二
九
・
六
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
送
達
す
る
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

記

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

住

所

不
明

氏

名

瓜
田

廉
二

二

公
示
事
項
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審
査
請
求
人
が
行
政
不
服
審
査
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
三
月
九
日
に
提
起
し

た
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
当
公
安
委
員
会
は
令
和
四
年
十
二
月
二
十
三
日
に
裁
決
を
し
た
が
、
審

査
請
求
人
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
裁
決
書
の
謄
本
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
当
該

裁
決
書
の
謄
本
は
、
当
公
安
委
員
会
（
青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
）
に
お
い
て
、
保

管
し
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
交
付
す
る
か
ら
、
審
査
請
求
人
は
当
公
安
委
員
会
に
出
頭
の
上
、
受
領

さ
れ
た
い
。収

用

委

員

会

公
示
送
達

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
決

書
の
正
本
を
送
達
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
送
達
を
行
う
。

令
和
五
年
二
月
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

令
和
五
年
一
月
二
十
三
日
付
け
裁
決
書
（
青
収
委
第
四
十
二
号
）

二

送
達
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

送
達
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

一
の
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
そ

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

山
田
勝
美

住
所
不
明
た
だ
し
、
戸
籍
附
票
の
職
権
消
除
前
の
最
後
の
住

所東
京
都
板
橋
区
蓮
根
二
丁
目
19番
21号

坂
本
方

小
田
桐
一
爾

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
の
職
権
消
除
前
の
住
所

弘
前
市
大
字
中
野
四
丁
目
10番
地
５
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


